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東北ブロック仕事と生活の調和推進会議

(平成19年10月)



はじめに

平成18年4月に｢労働時間等の設定の改善に関する特別措置法｣が施行されました｡

この法律は,それぞれの事業場における労使の自主的な取組により,労働者の抱える多様な

事情やニーズを踏まえながら.労働時間や休EL休暇のあり方などを労働者の健康と生活に配

慮したものにして.労働者-人ひとりの仕事と生活の調和を図ることなどを目的としていますo

東北地方では,平成18年11月に東北ブロック仕事と生活の調和推進会議が,地域特有の事

情を踏まえて,地域内の労使が労働時間の設定の改善の促進を通じた仕事と生活の調和を推進

する際の参考としていただくための｢東北ブロック仕事と生活の調和推進プログラムⅩ｣を作

成し公表しました｡

このプログラムは, 3つの目標を示した上で.それぞれの企業の実情を踏まえた労働時間な

どの設定の改善のための具体的な社内目標と実施時期(ワーク･ライフ･バランス行動計画:

wLBプラン)を定めて,労使が協力してその実現を図ることを提案するとともに,それぞれ

の目標を実現するための具体的な実施事項を提示しています｡

この好事例集は,このプログラムに沿う取組の好事例を周知して.労使の取組の参考にして

いただくことにより,東北地方における仕事と生活の調和の一層の推進を図るために作成した

ものです｡

作成に当たっては,今年8月に実施した仕事と生活の調和推進に係るアンケートにより把堤

した好事例取組企業などに対して聞き取り調査を実施し,推進プログラムが提示する目標ごと

に整理してとりまとめていますoまた.末尾にはそのアンケートの集計結果を添付していますo

ここでご紹介する好事例は,比較的規模の大きな事業場が実施する模範的なものですが,い

ずれも東北地方の労使が取り組んでいる実例ですので,多くの労使が推進プログラムとともに

この事例集を参考にして,仕事と生活の調和の推進に向けて真筆に取り組まれることを期待し

ています｡

※東北フロック仕事と生活の調和推進プログラムは.宮城労働局ホ-ムペ-ジで公開していますo

http://www. m iyaro u.go j p/

(なお.プEjグラムが提示している各目標とその実現のための具体的な取組事項は.第2部仕事と生活

の調和推進に係るアンケート集計結果にも掲載しています｡)
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第1部

廟綻好事併

東北ブロック仕事と生活の調和推進プログラム　目標1

日的:労働時間の長い労働者の健康を確保するとともに生産性の低下などを防

止する｡

内容:労働時間の長い労働者について,長時間労働者の実態と理由を把握し,

所定外労働時間の改善の具体的な手法と削減幅(率)を定め,対策を実

施することを目標とする｡

E皿:-I-11汁小｣で時附労.9胡Ij･:･rft

l　実施企業の概要

企　業　名:非公開

事業場所在地:宮城県

労働　者数:約160名(女性約20名)

業　　　　種:自動車販売業

2　取組内容

( 1 )計画的な年次有給休暇付与とノー残業デーの実施

各役員及び部署の責任者に対して社長名の文書を発出し.計画的な年次有給休暇の

付与と毎週水曜日のノー残業デー設定による勤務時間の短縮に取り組んでいる｡

( 2)長時間労働の防止と健康確保

時間外労働が月45時間以上となった労働者に日頃の勤務時間の活用,仕事への姿勢

についてチェックする｢残業削減チェックシ-卜｣を作成させ.これに対して所属長が

回答を記載することで上司と部下とのコミニュニケーションを促進し残業削減につなげ

ている｡

なお.このシートは地区責任者を介して管理本部に提出させている｡

時間外労働が月80時間以上となった労働者に対しては,産業医によるカウセリング

及び健康診断を義務づけ.実施結果は｢高時間外勤務者健康指導管理表(オリジナル

様式)｣に記載して管理している｡

3　取組のきっかけ

長時間労働者の健康診断を実施した結果,治療を要する労働者が多く認められたこ

とから.この点の改善も含めて,健康管理の観点を踏まえた活力に満ち溢れた魅力あ
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る職場づくりと優秀な人材の確保を図るため勤務時間短縮方策を推進することにした0

4　取組時期

平成19年3月から

5　実施効果･問題点など

管理部門での業務効率化による時間外労働削減効果が大きかったが,現業部門では

急な注文(緊急修理など)への対応があり.それほどの効果が出ていない｡この点が

今後の課題となっている｡

長時間労働者に対する産業医による面接指導により.過重労働による健康障害やメ

ンタルヘルスなどに対する本人の気づさのきっかけになっており,長時間労働削減へ

の意識高揚効果が大きい｡産業医との綿密な打ち合わせを行って実施している｡

6　今後の予定など

余暇の使い方を知らない労働者が長時間労働になっているケースがあることから,

スポーツ･サークル活動の奨励に力を入れる｡

就労時間外の使い方について,ライフセミナーを受講するなど他社の事例について

も勉強し.また.労働者からも多くの意見を聴きながら前向きに取組を進める方針で

ある｡

冠迅段階を績み繊維の結果･毎日F定時退社デ現を実施

1実施企業の概要

企　業　名:非公開

本社所在地:宮城県

全労働者数:約750名(内女性約300名)

業　　　種:卸売業

2　取組内容

(1 )定時退社デーの実施

日に2. 3回の｢19時退社デー｣を設定するこ

とから始め,段階を追って.今年4月からは毎日

を｢定時退社デー｣としている｡

(2)労務管理改善書による目標管理

6月19時退社デー
今月の1 9時退iiデ-は下記の通り

です｡

S息.ZaJa迫. 148.

20_8､ 2 7息_ZZ宣ゝー288

人事管理部門が.各労働者の毎月の時間外労働　冨詔諾諾憲芸慧没書　　L/ A

時間数を所属部長･課長に通知し､月の時間夕憎　監'諾t=意憲実諾-:l I.

働時間数が.5時間を超えた労働者には,その原臥　雲声
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改善策,翌月の目標時間数などを｢労務管理改善

書｣に記載させることで,具体的な改善策を立て

させている｡

労務管理改善書は,専務までの決済としている｡

(3)ランクアップノートによる業務改善の促進

経営コンサルタントの指導による｢目標管理制

度｣を実施している｡

労働者には,年間チャレンジシート　月及び週　棚も屯

単位での予定を作成させ,日々の業務遂行状況と

翌日の予定の記録を上司に提出してから退社させ

ている.これに対して.上司は,翌日までに内容

を確認し具体的な指示などについてのコメントを

付けて本人に戻すこととしている｡

4月定時退社デー
今月の定時退社デーは

『毎日』
です｡段取りよく業務にあた

定時に退社してください｡

心身の疲労回復､ストレス発

散に努めましょう｡

｢定時｣とは各自の所定

終業時間のことをいいます｡

このことで,各労働者の自己管理を徹底させる　ヽ肋

ことにより業務改善を促し時間外労働時間の削減
(段階を追って作成した独自ポスター)

につなげている｡

3　取組のきっかけ及び時期

以前,社内には.売り上げを上げるためならば何時まででも残って仕事をするとい

う雰囲気があったことから,現人事課長が着任と同時に社風改革と社員の意識改革を

同時進行で開始した｡

人事課長自身丁経営コンサルタント主催の研修会に参加し.そのコンサルタント指

導の下で平成11年に｢目標管理制度｣を導入している｡

平成16年の安全衛生委員会で,営業部門の管理者から労働時間削減の取組への反

発が出たことから,管理職の定時退社を試行しているが.この際,一般労働者も一斉

に退社したことがきっかけとなって. ｢19時退社デー｣の実施を開始している｡

その後, ｢19時退社デー｣の実施日数を増やしたり, ｢19時｣を｢定時｣にしたり

するなど段階を踏んだ取組を継続し,平成19年4月からは毎日を｢定時退社デー｣

としている｡

4　実施効果

気兼ねなく定時退社できるようになったとの意見が出ている｡

定時退社デーの取組を継続していく中で,定時退社が当たり前という意識が定着し,

残業すると言い出しにくい雰囲気になった｡

労働者自らが.残業をしないですむような業務の工夫をするようになった0
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個人差はあるものの,平成19年度前半での時間外労働の実績が前年同期に比べて

激減している｡ (労働者Aさんの場合,平成18年6月実績29･5時間-平成19年6月実

績4.5時間,平成18年7月実績19.5時間-平成19年7月実績8時間など)

ランクアップノートの活用により各労働者の意識改革が進んだ｡

5　問題点

部署によっては時間外労働の削減が進んでいないところがある0

年次有給休暇の取得率が低迷している｡

6　今後の予定

管理職の労働時間管理のため,業務開始と終了時問を報告させる予定にしているo

また,年次有給休暇の取得状況が低調であることから,取得促進策の実施を模討し

ている｡

国皿暗牌源有効活用プロジェク較習業務効靴を推進

1実施企業の概要

企　業　名:株式会社DNP東北

本社所在地:宮城県

全労働者数:約680名(内女性約100名)

業　　　種:製造業

2　取組内容

業務効率化による時間外労働の削減など

①　労使による｢時間資源有効活用プロ

ジェクト｣活動を通して.一人ひとりの

仕事の進め方や働き方を変革し.価値あ

る製品やサービスの提供などに振り向け

る｢時間資源｣を創出するとともに,個

人生活を更に充実させていくことを目指

している｡

②　新勤務管理システム(web化)導入に

より,各部門の責任者がリアルタイムで

労働時間管理ができるよう労働時間管理

の充実を図っている｡

③　各労働者の作業予定や状況を｢見える

6
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化｣することにより,業務効率化･平準化役割の明確化間延び時間の抑制を図

っている｡

④　各労働者の月毎の累積時間外労働時

間を｢見える化｣することで,部門内

での対話を促進し,業務の平準化など

につなげることで長時間労働を抑制し

ている｡

3　取組のきっかけ

労使が目指す｢ありたい働き方｣を実

現するための時間外労働対策の強化と従

来の働き方を見直し.高齢者等の多様な

能力･価値観を持つ人材の活躍する場を

開発し,企業経営向上に賛するため｡

4　取組時期

2年ほど前から(新勤務管理システム

の導入は最近)

5　実施効果

労働者の意識向上と管理職の労働法規

のより深い習得につながった｡また,作

業予定の見える化により作業分担等を話

し合う機会が増え.社内の対話促進につ

(作業予定･状況の｢見える化｣)

:-､ ; I-,､二､='卜､しい1空

~ ･.I.orI.-/ I-

(累積時間外労働時間の｢見える化｣)

ながった｡

6　問題点

個々人の意識改革が進み,一定の成果が見られた｡一方,部門単位での取組では解

決できない課題が明らかになってきており,この点について,現瓦全社的に取り組

んでいる｢全体最適化活動｣にて時間軸管理の精度向上と全工程･全部門一貫体制の

構築を図ることとしている｡

7　今後の予定

21世紀職業財団から｢男性労働者育児参加促進事業実施｣の事業主指定を受け,

女性はもとより男性の長時間労働を前提とした従来の働き方を見直し,ワーク･ライ

フ･バランスの実現に向けた取組を始めている｡



東北ブロック仕事と生活の調和推進プログラム　目標2

日的:育児･介護の必要性や健康上の問題があるなど,配慮を要する労働者へ

の支援を図り,労働力の有効活用を図る｡

内容:育児･介護に携わる労働者が円滑に家庭責任を果たし,また/u身の健康上

の問題を有する労働者が健康状態を改善できるようにするなどのために,

労働時間と休日について,必要な優遇措置の導入を図ることを目標とする｡

En iSIl･-コ､!:,L:∴･,-;.･,--･､こきごL:･.. ~ミ･ ･

1実施企業の概要

企　業　名:非公開

本社所在地:宮城県

全労働者数:約700名(内女性約100名)

業　　　種:製造業

2　取組内容

(1)フレックスタイム制の導入

掲示板に各人の出退勤時刻を記入する方法をとり.業務に支障のない範囲で始業･

終業時刻を労働者自身で決めることができるようにしている｡

( 2)年次有給休暇の完全取得

毎月の安全衛生委員会で年次有給休暇の取得率が議題にされ.取得率の低い部署は

具体的対策を講じるように求められる｡

また,未消化分は最大60日分まで積み立てが可能で.年次有給休暇と併せて,私

傷病,介護.子の通院,永年勤続休暇としての使用を可能にしているo

(3)子供を育てながら働く環境の整備

生後3歳までの子を有する労働者からの請求があった場合には,所定外労働及び休

日労働を免除している｡また,育児休業取得期間を満1歳6か月までとしている｡

3　取組のきっかけ

子供を育てながら働く環境を整えるために,系列企業の取組にならった｡

4　取組時期

平成17年4月から

5　実施効果

子を有する労働者に対する時間外労働の免除などの制度により.これまでよりも子

供を育てながら働く環境が整い.多くの労働者が取得している｡
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6　問題点

特段の問題は生じていない｡

7　今後の予定など

引き続き継続していく予定である｡

長時問労働の削滅を目標に,原則月3回のノー残業デーを実施している｡

E:ヨ_I ,･f;.f･･ず.-干l:-i,f=-=!:. ･--･了:.i-･･'.ミ= ･ : ∴■･::

1実施企業の概要

企　業　名:株式会社三越仙台店

事業場所在地:宮城県

労　働　者　数:約600名(内女性約430名)

業　　　　種:百貨店業

2　取組内容 (勤務シフト識別バッチ)

育児勤務制度(短時間勤務制度)

育児介護労働者を対象として,勤務時間を短縮する制度を設けている｡

育児労働者は,小学3年生以下の子を養育する労働者を対象としている｡

勤務時間は, l日の所定労働時間と休日日数との組み合わせで.会社側が示す数パ

ターンの中から選択することを可能としている｡

1日の所定勤務時間は5段階に分けており.最短で5時間10分.最長で7時間25

分である｡休日日数は, 3段階からの選択としている｡

所定勤務時間により支給する賃金を決定している｡

3　取組のきっかけ･時期

百貨店業は女性が多い職場であり,仕事を続けたいという意志を持つ労働者が出産

や育児を理由に退職を余儀なくされることがないよう,育児休職制度は昭和62年か

ら,育児勤務制度は平成4年から導入している｡

4　実施効果

①　ワーク･ライフ･バランスへの配慮や育児をしながら続けられる環境整備が進

み,優秀な人材の確保につながっている｡

②　採用面でも出産･育児後も仕事を続けたいという志向を持つ優秀な人材の確保に

つながっている｡

(影　育児勤務制度の利用者は,現在, 31名となっており,今後も利用者が増えると

見込んでいる｡
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男性労働者も対象とした制度であるが,現在のところ利用実績はない｡

5　問題点･今後の予定

制度利用者が増えるにつれ.制度取得者の自律と責凪　周囲との相互理解がより重

要になってくる｡当面は.現在の制度運用水準を維持したい｡

6　その他

(1 )健康増進休暇制度

年次有給休暇取得促進策の一環として実施している｡年次有給休暇のうち1日は,

掛こ理由は問わないが.人間ドックや体育大会出場など健康増進に役立つ目的で取得

するように勧めている｡

(2)アニバーサリー休暇制度

これも年次有給休暇取得促進策の一環として実施しているもので,年次有給休暇の

うち1日は,結婚記念日,誕生日,子供の誕生日などに取得するように勧めている｡

(3)勤務時間の明確化

以前は,ノー残業デーを実施していたが,交代勤務のため統一的な取組は効果がな

いと判断して,現在は実施していない｡

その代わりに,勤務シフトごとに6色に色分けしたバッチを付けて勤務することに

している｡この制度により.職場の管理者が部下の勤務時間を識別できるようになり.

労働者も勤務時間を意識するようになった｡

Em触労働者と職場責任者を対象に閑琶マ∇教勤を開催

1実施企業の概要

企　業　名:YKKAP株式会社東北事業所

事業場所在地:宮城県

労働者数:約1,500名(内女性300名)

業　　　　種:製造業

2　取組内容

両立支援推進を契機としたワーク･ライフ･バ

ランスの推進

｢パパ･ママ教室｣の開催

出産を控えた労働者(男性及び女性)と職場責

任者を対象として,育児･子育てに関する制度や

給付金の説明.将来のライフプランについて考え
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る2時間半程度の研修会を年に4回の頻度で開催している｡

3　取組のきっかけ

両立支援推進プログラムの作成に際し全労働者に実施したアンケートにて,男性労

働者の4割が育児休業制度などを利用できることを知らず,また.社内に制度を利用

しにくい雰囲気があるとの回答があったことから.労働者･職場の理解を深めるとと

もに,実際に制度活用できる環境を整備する必要があると判断した｡

4　取組時期

平成19年1月から

5　実施効果

事業所内の育児休業取得率は.女性90%,男性0%であったが.今年度になり.

男性の育児休業取得者が4名誕生した(取得率12.5%)｡男女ともに休業が取得しや

すい雰囲気となり.職場での業務改善･合理化が図られたことで,結果として年次有

給休暇も取得しやすい環境となっている｡

6　問題点

現在のところ,不都合は生じていないが.今後,両立支援制度利用者が大幅に増加

していくにつれ,職場内での取組も非常に重要になってくる｡そのサポート体制をし

っかり行うことが課題である｡

7　今後の予定など

パパ･ママ教室を定着させる｡また,年次有給休暇の取得率を向上させる取組を検

討中である｡

Ea　･朋･::iで子育てを応援

1実施企業の概要

企　業　名:東北リコー株式会社

本社所在地:宮城県

全労働者数:約1,300名(内女性約200名)

業　　　種:製造業

2　取組内容

育児支援制度の整備

㌔,禁忌-｡rジグ

①　出生休暇(名称:ファミフレ出生休暇)

男性の育児参加を支援するために.配偶者が出産する男性労働者に対して,出産

時の入退院送迎や出生届出等手続,家事サポートなどのために,出産後5日間の特
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別有給休暇を付与している｡

②　小学校入学･卒業式休暇(名称:ファミフレ入学式･卒業式休暇)

小学校入学式･卒業式への両親(掛こ父親)の参加を推奨するために,特別休暇

を付与している｡

③　育児休業期間等の拡充(法令を上回る支援制度)

子の3歳到達日まで取得可能とし.必要に応じて3回まで取得を可能としている｡

配偶者が職業に就いていない場合産後休暇中.育児休暇中でも取得可能としているo

④　短期間の育児休業時の支援(法令を上回る支援制度)

育児休業が連続した公的給付に該当しない期間(稼働日3日～該当しない期間ま

で)は, ｢育児休職調整給｣を支給する｡子の3歳到達日までの問で3回取得可能

としている｡ (配偶者が職業についていない場合,育児休職中,産後8週間の期間

中でも取得可能としている｡)

⑤　短時間勤務制度

1日の所定労働時間が7時間45分であるところ.労働者本人の申請により, 7

時間, 6時間, 5時間まで短縮することを可能としている｡

小学校卒業年度の3月末日まで及び両親並びに祖父母の場合の取得も可能にして

いる｡

⑥　支援休暇制度

消滅する年次有給休暇のうち, 3日につき1日を支援休暇として積み立て,年次

有給休暇をすべて消化した場合のボランティア活動,家族介艶　子の看護,私傷病

の場合に取得を可能としている｡ (年間10日を限度)

3　取組のきっかけ

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の作成をきっかけとして.

それまでの諸制度の拡充を図っている｡

csRマネジメントの一環であり.働きやすい環境の整備,働く意欲向上の推進.

モラルアップ化支援として取り組んでいる｡

4　取組時期

平成17年4月から

5　実施効果

平成17年度以降,男性社員l名,出産した女性社員の全員が育児休業を取得し.

さらに.その8割が短時間勤務制度を利用している0

6　問題点

次世代育成支援対応として,対象者の範囲拡大等法令を上回る制度としているが,

12



第7部

厳粛好事例｢

男性の制度利用者が少ない｡

7　今後の予定

(1 )支援制度の利用率向上:男性も子育てできる環境作り

●男性の育児参画(啓豪活動,休業の取りやすい職場環境の整備)

●所定外労働時間削減の推進(ノー残業デーの徹底等)

●年次有給休暇の取得しやすい環境の整備

( 2)両立支援制度として育児支援制息介護支援制度等の充実等

8　その他

国等が主催する社会貢献度の高い活動に参加する場合のボランティア休職･休暇制

度を設けている｡ (青年海外協力隊等貢献活動への参加の場合には2年4か月まで取

得を可能としている｡)

社会福祉,教育文化　国際交流,地域社会　環境保全等のボランティア活動をする

場合に, 2-⑥支援休暇制度の利用によるボランティア休暇を取得可能としている｡

Em横断媚児支援'e次世代支援認定会冥東北第巧胃

1実施企業の概要

企　業　名:株式会社カミテ

本社所在地:秋田県

全労働者数: 30名(内女性15名)

業　　　種:製造業

2　取組内容

(1 )育児休業制度

//JTtr L 1
､ ･･′

･tI/ I

休業期間は子の3歳の誕生日の前日までに拡充している｡

(2)介護休業制度

休業期間は93日であるが.取得回数には制限を設けていない.

(3)妊婦特別有給制度

妊婦の通院時間について5日間(40時間)の有給休暇を与えている｡

( 4 )配偶者特別有給制度

配偶者が出産する男性労働者に,出産時2日及び妊娠中より子l名について5日

(40時間)の有給休暇を与えている｡

(5)看護休暇制度

子供の健診及び予防接種,家族の病気の暗に利用ができる｡
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0歳～小学校就学前(子1人あたり年5日(40時間))

小学校～高校卒業前(労働者1人について年3日(24時間))

3　取組のきっかけ

育てた労働者に育児や介護で退社されるのは会社の損失であり,労働者の能力を十

分に発揮できるようにする事は会社の責務との理由から｡

4　取組(開始)時期

妊婦特別休暇等は.平成13年4月から0

5　実施効果

平成13年度以降.上記の制度軋育児休業制度は,女性100%.男性40%の利用率.

その他の制度は100%の利用率となっている｡

男性の育児休業取得のメリットは, ①業務を見直す機会, ②若手人材育成のチャン

ス, ③管理職になるための経験, ④効率的な仕事への意識付け, ⑤安定した家庭をつ

くる第一歩であること｡

6　問題点など

欠員は多能工化によってカバーしている｡また,不公平感をなくすため育児と介護

をセットにしているo

※次世代育成支援対策推進法に基づく｢認定｣とは

企業が次世代法に基づく行動計画を策定し, 2 - 5年の計画期間内に目

標を達成するとともに男性の育児休業取得者がいるなど一定の要件を満た

した場合事業主の申請に基づき都道府県労働局長が認定する制度です0

認定を受けた事業主は.右の認定マーク(愛称:｢くるみん｣)香,

看軌商品,求人広告名刺等につけてPRすることができ.子育てを

サポートしている企業としてのイメ-ジアップや,優秀な人材の確保な

i　どが期待できますo
＼　　　　　　　　　　　　　　ー-

一一　√--

<,
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Em託児所の開所時間見直しによる時酢労働の制隈

1実施企業の概要

企　業　名:株式会社プレステージ･インターナショナル

秋田BPOキャンパス

事業場所在地:秋田県

労　働　者　数:約700名(内女性約500名)

業　　　　種:サービス業

2　取組内容

子育て中の労働者の時間外労働の制限
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第7部

戯願好事例/

事業場内託児所の閉所時間を午後10時から午後9時30分に短縮し,併せて,託児

所を利用している労働者の時間外労働を午後9時までとしている｡

3　取組のきっかけ

3年前に事業場内託児所を設置し. 24時間体制の勤務シフトを考慮して利用時間

を午後10時としていたが,子供への影響を考慮し,また.母親からの早く帰りたい

という要望が出ていたことから,閉所時間を30分早めることとした｡

4　取組時期

30分の短縮は.今年から始めている0

5　実施効果

上司が終業時間を管理して指示することにしているため,帰りやすくなったという

意見が出ている｡

6　問題点

今のところ出ていない｡

7　今後の予定

引き続き取組を継続する｡

8　その他

トップマネジメントの強力なリーダーシップの下, 1か月の試行として全社的な残

業時間削減プロジェクトに取り組んだ｡具体的には,各チームで残業時間の目標値を

設定し,週ごとに実績を管理した｡その上で毎週センター長に対して所属長がチーム

ごとのプロジェクトの進捗報告を行い,現行の課題や取組状況を分析し,目標数値を

超えた場合には改善を指示し.成果を賞与の評価に反映させたoこの結果.業務の効

率化が実現し,残業時間を削減できたことから,プロジェクトを継続している｡

E甑単組隠者鰍純時差出勤制酌創設閑等蜜配朗蘭者を支援

1実施企業の概要

企　業　名:東北電力株式会社

本社所在地:宮城県

全労働者数:約12,200名(内女性約750名)

業　　　種:電気ガス水道業

2　取組内容

(1 )時差出勤制度の創設

単身赴任者を対象に.休前日に限り始業･終業時刻を早めることを認める制度を創
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設した｡対象の所定労働時間は. ｢7 :30-16:10｣ ｢8 :00-16:40｣の2種類と

している｡

(2)地域限定勤務制度の創設

業務上の必要性を踏まえて,従業員が自宅に近い事業所で短時間勤務を行うことが

できる制度を創設した｡ (短縮後の所定労働時間-5時間)

適用期間は. 3年以上の本人が希望する期間としている0

3　取組のきっかけ

(1)時差出勤制度

事業所が点在しており,単身赴任者も相当数いることから,単身赴任者の仕事と生

活の調和を図る施策として導入した｡

生活の本拠への帰着を早めることで,家族とともに過ごす時間を拡大するなど,秦

庭生活の充実による従業員の活力向上を図ることを目的としている○

(2)地域限定勤務制度

価値観やライフスタイルが多様化する中で.日々の個人生活と会社生活の両立を目

指して,自宅に近い事業所での短時間勤務を求める従業員に対して,業務上の必要性

と合致する範囲で,その実現を図る施策として導入した｡

社員の満足度を高め.あわせて効果的な業務運営を図ることを目的としている｡

4　取組時期

(1)時差出勤制度:平成14年12月1日～

(2)地域限定勤務制度:平成18年1月1日-

5　実施効果(利用状況)

(1 )時差出勤制度:約50名が制度を利用している｡

(2)地域限定勤務制度: 4名が制度を利用している｡

6　問題点

(1)時差出勤制度

等寺になし｡

(2)地域限定勤務制度

対象業務が限定されてか),従業員からはその拡大を求める声もあるが,業務上の

必要性とのマッチングを考慮すると,現時点では拡大は困難な状況にある○
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威/醒好事鰍

東北ブロック仕事と生活の調和推進プログラム　目標3

日的:労働者全般のQO L (生活の質)の向上と仕事と生活の調和を図る｡

内容: ①所定外労働時間の削軌②年次有給休暇取得率の向上③所定内労働
時間の削減, ④長期休暇制度の導入などのすべて又は一部について,異

体的な実施事項と手法を定めて実施することを目標とするo

E臨I- : ㍉肝は酢Ii,Il:-'F･:･ :∴･ここ･t Ill..,･'･･-- ㌔ i:;･ "::=:.iL:.,I:

1実施企業の概要

企　業　名:非公開

事業場所在地:宮城県

労働者数:約350名(内女性約20名)

業　　　　種:製造業

2　取組内容

時間外労働の削減

①　労働時間に対する意識の改革

労使共催による労働時間管理及び時間外労働削減をテーマとした標語募集を行

い,優秀作品を所内に掲示した｡ (特選: ｢推進しよう効率化1減らそうムダと時間

外! ｣ ｢やる気と工夫と思いやり,みんなで取組む業務効率化｡｣)

② ｢ノー残業デー｣の設定

毎週水曜日を｢ノー残業デー｣に設定し.事故などのトラブル対応以外は残業を

行わないことにしている｡また.ノー残業デーの取組をより充実させるために,

｡管理職による｢退社呼びかけ運動｣ (｢帰れコール｣と呼ばれるほど管理職が定

時退社を呼びかけて回る｡)

.総務グループによるメール配信(前日16時及び当日16時のメール送信,当日

のパソコン立ち上げの際に｢水曜日はノ-残業デーl ｣の画面が出る｡)

●管理職による執務室の17時30分消灯

●管理職による率先垂範の実施

を併せて実施している｡

③ ｢原則限度時間｣の設定

時間外･休日労働の特別延長時間とは別に.それを下回る80時間の原則限度時

間を設定し事故対応などを除いてこれを超えないようにしている｡
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④ ｢原則限度時刻｣の設定

原則として19時以降は残業を行わないこととする原則限度時刻を設定している｡

⑤　日曜出勤の原則禁止

日曜出勤は,原則として認めない｡やむを得ず,日曜出勤を行った場合には, 1

週間以内の代休付与を徹底している｡

⑥　当直者による職場巡回の実施

19時に管理職当番による巡回を実施している｡

3　取組のきっかけ

サービス残業が社会的問題として大きく取り上げられるようになった7. 8年前に

就業管理システムを導入したことがきっかけになっている｡

4　実施効果

定時退社しやすい雰囲気が広がっている｡

5　問題点

大きなトラブルもなく.問題はない｡

6　今後の予定

これまでの取組を継続して行く予定である｡

｢ノー残業ウイーク｣の実施も検討したが,毎週1回のノー残業デーを徹底するこ

とが重要と判断した｡

7　その他

①　年次有給休暇の取得促進に取り組んでおり. 7月～9月は5連続休日臥　これ以外

の月には3連休以上を取得することにしている｡

②　安全衛生委員会において,年次有給休暇の取得状況.時間外労働の実施状況など

についても議題として取り上げ.労使協力して取組を進めている｡

③　社長や所長など経営者が.ノー残業デーや年次有給休暇の取得についての会社の

方針を様々な機会に伝えるよう努めている｡

En I, r･ ･ラ.(｢ ･ -:)ユ報道曇員,:･･譜IB,/::･litl.;;a

1実施企業の概要

企　業　名:非公開

事業場所在地:宮城県

労働者　数:約600名(内女性約70名)

業　　　　種:非公開
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2　取組内容

(1)ワーク･ライフ･バランス推進委員会の設置

①　休日休暇取得の促進及び長時間労働解消と業務の効率化

②　両立支援の促進

③　職場におけるハラスメント防止のためのガイドライン作成

を推進するため,総務部門最高責任者を委員長とするワー

ク･ライフ･バランス推進委員会を発足させた｡

(2)連続休暇取得の推進とノー残業デーの実施

∴. :. ･.･･..:∴,..i.I

ワーク･ライフ･バランスを推進する上で基本となる｢休日･休暇取得｣を促進す

るための本年度の重点目標を

(丑　5日以上の連続休暇取得を実現しよう

夏季休暇取得期間の限定をはずして,年度内を通じて連続休暇の取得を促進する｡

(診｢ノー残業デー｣を可能な部署から導入する

各部署で実施方法を検討して,週1回程度実施する｡

③　きちんとオン･オフ,自分時間を創出しよう

職場に長くいることを善とする風潮を改め.残業は臨時･緊急的に行うものであ

るという原則を再確認する｡

と定め,これらを基本に各部署において具体的な施策を実施し, 10月段階で1次点

横. 2月に年度総括を行うこととしている｡

以上の内容を社内報及びポスターにより周知している｡この他.メンタルヘルスに

ついては, ｢はあとぽ-と仙台｣の協力を得てモデル事業を展開している｡

3　取組のきっかけ

以前から外勤部門の休日･休暇の取得に関する問題意識があったところ,労働組合

からの働きかけがあったことから.ワーク･ライフ･バランス推進委員会を設立する

こととなった｡現在,労働組合側も休日プロジェクト｢Qプロ｣を立ち上げているこ

とから,双方で一定の検証を行った上で意見交換をすることとしている｡

4　取組時期

平成18年10月頃から取組を始め,今年6月に推進委員会を設置した｡

5　実施効果

休暇が取りやすくなったとの声が聞かれるようになった｡

以前は休日の取得について労働者側にもあきらめムードがあったが,休日休暇はき

ちんととるものとの意識に少しずつ変わりつつある0

6　問題点

休暇取得や残業について部署による偏りが大きい｡
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外勤部門にフレックスタイム制の導入を検討しているが,労働者側からコスト削減

目的として反対が予想され導入できていない｡この点が今後の課題である｡

7　今後の予定

引き続き.今の取組みを継続するとともに.子育てを支援するため育児休業の拡充

などを検討している｡

また,働きやすい職場環境づくりのために｢ハラスメントガイドライン｣を策定中

である｡そのほか,メンタルヘルスについても取組を推進している｡

8　その他

子供の看護休暇は,半日単位での取得を認めている｡

6日間の配偶者出産休暇を付与しており,前後に休日休暇を続けて取得する例が多

い｡

介護休業の休業期間は最長180日としており.分割取得も認めている｡

冠殴毒態臆義施離鮎よる年次蘭給休暇取得促進

1実施企業の概要

企　業　名:株式会社ウジエスーパー

本社所在地:宮城県

全労働者数: 1,800名(内女性約1,400名)

業　　　種:小売業

2　取組内容

年次有給休暇の取得促進

県外に保養施設を設け,労働者には宿泊料を無料にしている｡

年次有給休暇の取得を促進するために.ポスターを掲示して.年次有給休暇取得に

よる利用を呼びかけている｡

3　取組のきっかけ

以前から.福利厚生施設として保養施設を設けていたが,利用者が減少していたこ

とや店舗数が増加して保養施設の存在を知らない労働者が増加したことから.年次有

給休暇の取得促進と併せて利用の促進を図ることとした｡

4　取組時期

数年前にポスターを作成して掲示を始めた｡

5　実施効果

呼びかけを始めたことで.各季節とも保養施設の利用者が増加したo (年々利用日
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数が増加し平成18年の利用日数は48日となっている｡)

また.ボスタ-を掲示したことで,年次有給休暇を取得しやすい雰囲気になったと

好評である｡以前は病気などの場合に年次有給休暇を取得するのが普通であったが.

ポスターの掲示により,旅行などレジャー目的で取得する場合が増えている｡

6　問題点

今のところ,問題は出ていない｡

7　今後の予定

年次有給休暇の一層の取得促進を図るとともに.現有　月9日の公休のほか.病気

休暇などの特別休暇も制度化していることから,休日取得が業務の支障とならないよ

うに労働者の多能化に取り組んでいる｡

E臣･: ftlt一一品提f:,.ぐ:丁綿･r/r:--,･:轄!.:.･f･-L･;:･豊

1実施企業の概要

企　業　名:非公開

本社所在地:宮城県

全労働者数:約350名(内女性約150名)

業　　　種:総合住関連商社

2　取組内容

(1 )毎週1回のノー残業デーの実施

小売部門とそれ以外の部門とに分けて.それぞれ.ノー残業デーを設定し実施して

いる｡

(2)ハッピーデーの登毒劉こよる有給休暇取得促進

自分や家族の誕生日,記念日.子供の学校行事などをハッピーデーとして登録し.

有給休暇を取得しやすい環境を作っている｡

ハッピーデー登録は,年次有給休暇日数の範囲でいつでも可能とし,半日単位での

取得も認めている｡

3　取組のきっかけ

小さな子供のいる労働者からの子供の誕生日など家族の記念日には早く帰宅したい

との要望や,育児のために半日単位で休暇を取得したいとの要望が出されていたこと｡

また.新規学卒社員を採用する際に.時間外労働の有無や年次有給休暇の取得しや

すさなどが基準にされることが多くなってきたこと｡
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4　取組時期

平成19年3月から

ハッピーデーは会計年度に併せて管理している｡

5　実施効果

全社的に実施したことから,職場に定時退社しやすい雰囲気が広がった｡

定時退社するために,社員が自分で考え,仕事の効率を工夫するようになった｡

残業の減少が結果的に光熱費の削減につながった｡

ハッピーデーの導入により上司や同僚の理解が得やすくなり,有給休暇が取得しや

すくなったという声が出ている｡

新規学卒者も多数の応募があり,良い人材を採用できそうだ｡

6　問題点

部署によって定着に差がある｡

7　今後の予定

まずは,現在の制度の定着を図る｡

所定休日を増やすことを検討中である｡

En ∴･-.TS-～:-i,;-･に11･=,7, Tr,･ナノ-野等f;:-13 ;豊野

1実施企業の概要

企　業　名:鹿島建設東北支店･鹿島建設社員組合東北支部

事業場所在地:宮城県

労　働者数:約600名(内女性約100名)

業　　　　種:総合建設業

2　取組内容

(日過重労働の防止

月半ばで所定時間外労働･休日労働が60時間を超

えた場合には,管理部から本人又は上司にメールを

送信し,それ以上の時間外労働を抑制している｡

(2)ノー残業デーなどの実施

全社的に,労使で協力して,毎週水曜日をノー残
(オリジナルマウスパット)

業デーとするなど時間外労働の削減及び年次有給休暇取得促進のために連続休暇取得

のキャンペーンを展開している｡

東北支店では,独自に｢マイノー残業デー｣運動を実施し.オリジナルマウスパッ
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トを作成･配布して呼びかけを行っている｡

マウスパットは,自分で.あるいは,部署ごとにノー残業デーの曜日を自由に設定

できるようにしている｡

これらの取組を行うに当たっては,毎月開催している衛生委員会において労働時間

の短縮に向け,労使合同で検討している｡

3　取組のきっかけ･時期

3年前から.全社的に過重労働防止対策を推進しようという気運が盛り上がり.ま

ず50時間を超える時間外労働のチェック強化を行い,安全衛生委員会の場で労働時

間に関する問題を協議するようになった｡併せて,支店独自での取組も行っている｡

4　実施効果

オリジナルマウスパットを配布して実施している｢マイノー残業デー｣運動は,社

内での評判が良く効果が出ていると思われるが.具体的には今年度内にアンケート調

査を実施することとしている｡

5　問題点･今後の予定など

現場事務所勤務者の労働時間や休日の改善を進めるために.計画的に休日が取得で

きるような工事計画の作風　工期の厳しい工事と比較的工期に余裕のある工事との調

整に配慮している｡

永年勤続休暇(勤続30年で15日以内など),ボランティア休暇(年6日以内)など

各種休暇の制度は充実しているものの,中には十分に活用されていない制度もある｡

オリジナルマウスパットによる｢マイノー残業デー｣運動を契機に,今後,他制度の

利用促進を図る｡

EE丑部囲俸藍-配なった労働組合◎取鰻

1実施労働組合の概要

労働組合名:東北電力総連　ユアテックユニオン

本部所在地:宮城県

全組合員数:約3,000名(内女性約200名)

業　　　種:建設業

2　取組内容

(1) ｢YUイリスウイーク｣キャンペーン

加盟する上部団体である東北電力総連の連続休暇取得

キャンペーン｢イリスウイーク｣への取組であり, 7-　(YuイリスウイークPRチラシ)
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9月の期間中に7日間(1週間)の連続休暇取得を呼びかけている｡

イリスウイークとは.ギリシャ神話の虹の神｢イリス｣にちなんで,一週間の連続

休暇とすごし方の多様性を美しい七色の虹に託したキャッチフレーズである｡

(2)土曜閉所推進運動

全電工労連と建設産業労働組合懇話会が連携して, 6月と11月の土曜日1回ずつ

現場事務所が一斉に休みをとるための運動を行っている｡

(3)社内での取組

企業独自には,労使協議の場として. ｢総労働時間短縮委員会｣を設置し.半年ご

とに会議を開催している｡会議では, 6か月間の労働時間や休暇取得状況のデータを

もとに労働時間の削減などについて協議している｡

また,毎週水曜日をノー残業デーとして,社内放送で周知するとともに.委員会メ

ンバーによる巡回を行っているo労働組合の取組には経営側の理解を得ており,頭客

への協力の呼びかけも行っている｡

3　取組の時期･きっかけ

時間外労働が多いことが全社的な問題となり,平成6年に労使協議の場として.総

労働時間短縮委員会を設置し取組を始めている｡

4　実施効果

Yuイリスウイークキャンペーンは,労働組合独自の取組であるが,アンケート調

査の結果では取組の継続を希望する組合員が多い｡連続休暇は,全社一斉ではなく,

事業場ごとに責任者の理解を得て設定して実施している｡

土曜閉所運動は,労働組合としては気運が盛り上がっているが,取引先の協力を得

る必要があることから.現在.大手ゼネコンへの協力を求めているところである｡

5　問題点

電気工事は掛こ工期が厳しいこともあり.現場の労働時間,休日の確保,年次有給

休暇の付与をどのようにするかが労使間での長年の懸案になっている｡

6　今後の予定

今臥　建設産業労働組合懇話会と現場の休日について連携したことをきっかけとし

て.今後,労働時間短縮.休日確保などの取組を進めていくo
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匝亘互い醐団活動への特別休暇の付与

1実施企業の概要

企　業　名:福島サンケン株式会社

本社所在地:福島県

全労働者数:約350名(内女性約70名)

業　　　種:製造業

2　取組内容

地元消防団活動参加者への奨励措置

労働者の地域社会への貢献を後押しするため.消防団具として活動する際に特別有

給休暇を付与している｡

公の職務の遂行に必要な時間,日数に対して,特別休暇を付与する制度があるが,

地元消防団活動に対しても,制度の運用上.公務扱いとして火災,水害等の緊急事態

や大災害時の出動に当たって利用できるようにしている｡

なお.付与日数の上限は明確には定めていないが.災害の場合の制度利用の可否は,

行政等からの正式要請があったものか否かで判断することとしている｡

3　取組のきっかけ

近年,地域防災活動の要である地元消防団員のなり手不足が深刻化している｡社内

には地元消防団員として活動している労働者も多く在籍しているが,以前は,活動の

際には,各労働者が自分で判断して年次有給休暇を取得していた実情にあったことか

ら.企業の地域社会貢献の一環として.消防団活動に参加する労働者を積極的に支援

することとした｡

4　取組時期

平成5年11月頃から特別有給休暇付与の対象に消防団活動を含めている｡

5　実施効果

現在,約30名の労働者が地元の消防団員として活動している｡

平成10年8月の豪雨による阿武隈川流域での災害に際しても.消防団員としての

24時間体制の救助･復旧活動を公務扱いとして支援している｡

このような取組に対して,地元二本松市や本宮町から消防団活動に関する表彰を受

けたほか.平成16年に総務省消防庁から事業所地域活動表彰を受けている.

労働者からもこのような支援を行っている企業はあまりないと好評を得ており,会

社が消防団活動を支援していることで.労働者はより積極的に活動に参加できるよう

である｡
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6　問題点

年寺に生じていない

配転繁忙プロジェクト終了後の休暇取得を推奨

1実施企業の概要

企　業　名:株式会社日立東日本ソリューションズ

本社所在地:宮城県

全労働者数:約800名(内女性約80名)

業　　　種:ソフトウエア業

2　取組内容

プロジェクト休暇制度

繁忙プロジェクト終了後に,プロジェクト員が連続した休暇(5日程度)を取得す

るよう推奨している｡

年次有給休暇や代休などを利用して取得するように上司が推奨することとしている｡

3　取組のきっかけ

グループ内の情執茎葉分野企業では,以前からこのように連続して休ませる制度があ

ったものの,定着していなかったことから,改めて社内通達を発出して周知している｡

4　取組時期

平成19年2月に社内通達を出した｡

5　実施効果

上司の意識改革になり,また,労働者からは休暇取得を言い出しやすくなったとい

う声が出ている｡

3月と9月が繁忙月であるが,平成19年4月の年次有給休暇取得日数が,前年実

績と比べて約10パーセント増加している｡

6　問題点

部署によってはプロジェクトが連続して休暇が取得できない場合がある｡

7　今後の予定

労働者からの要望があり,プロジェクト終了後にある程度の強制力をもって5日間の

休暇を付与する制嵐総務部の指名による休暇付与制度の導入について検討している｡
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仕事と生活の粛和推進に係るアンケート集計結果
(平成1 9年8月～9月実施)

ロ企業対象(回答数184件)

推進プログラムで示す実施事項ごとに,実施しているものを選択していただきました｡

(以下同じ｡)

1.労働時間の長い労働者の健康を確保するとともに生産性の低下などを防止するための長時間労

働の削減･臍消(推進プログラム目標1 )について､実施しているもの(M.A.)

140

120

存133

寧;00

20

0

{コ講Li瀧田■1

1労働時間の長い労働者と部署の長時間労働の実態と理由を調査･把握し.削減のための具体的な手法と削減
幅(又は削減率)の目標を定める
2　労使協定(労基法第36条)の延長時間を遵守する
3　長時間労働者への医師による面接指導と配慮を確実に行う
4　一部の労働者の労働時間が長い場合には,業務の平準化･効率化･簡素化･労働者の多様化などの｢業務改善｣を図る

5　一部の部署の労働時間が長い場合には,必要に応じ,組織定員の見直しや必要な労働者の育成･採用などに
よって業務分担を分散する
6　特定の時期に労働時間が長くなる場合には,必要に応じ.代替要員の育成,ひとつの職務を複数の労働者が
担当するジョフシェアリンクなどによって業務分担を分散する

2,育児･介護の必要や健康上の問題があるなと､配慮を要する労働者への支援を図り､労働力の

有効活用を図るための労働時間と休日について必要な優遇措置の導入(推進プログラム目標2 )

について､実施しているもの(M.A.)

(件　数)

｢当 1 ��#r�"�∵∴ �����R�36 だ1｢1｢fal 678 塔����7 ｢■｢ 10 

●実施項目●
1労働時間と休日の配慮が必要な労働者について.企業としての特別プログラムを策定する
2　育児･介護休業法を遵守し.時間外労働の制限,勤務時間の短縮等の措置.子の看護休暇制度等の利用がし
やすい職場環境づくりを図る
3　育児･介護休業法を上回る企業独自の援助措置を設ける
4　家族や同居する親族に心身の健康に問題がある者がいるなど.育児･介護を行う労働者と同様の問題を持つ
者への配慮を行う
5　健康上の配慮が必要な労働者の所定外労働を制限(禁止)するなど.定期健康診断の結果によって.所定外
労働の抑制を指示された労働者への配慮(要衝法第66条の4)を行う
6　生活習慣病にかかるリスク(危険度)が高いと推定される労働者やメンタルヘルス対策が必要な労働者へ運
動.休養･ストレスへの対処などのために.所定外労働の免除や休暇制度の創設などを行う
7　病気通院する労働者に対し,時間休暇(法定の年次有給休暇とは別抜い)を付与する
8　単身赴任者への帰省休暇制度を設ける(例:半日休暇などで金帰月采を楽にするなど)
9　配偶者出産休暇(父親休業)制度を設ける(例:妻の出産後, 1週間程度の休暇を付与する)
10　冬季積雪シーズン.農繁期などに始業終業時刻の変更.所定外労働抑臥時間休暇制度などの措置を図る
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3.労働者全般のQOL (生活の質)の向上と仕事と生活の調和を図るための所定外労働時間の削減､

年次有給休暇取得の促進､所定内労働時間の削減､長期休暇制度の導入等の全部又は一部の実

施(推進プログラム目標3)について､実施しているもの(M.A.)

110_ 1 �149 2 途��c#ss��c��

4649 ��B� 
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●実施項目●
1所定外労働時間の削減を図るため,労使協定(労基法第36条)の延長時間の範囲内で,原則限度時間の基
準･目標を定め.これを超えないようにする
2　休日労働については,必要最小限のものにとどめる
3　自己啓発を行う者の所定外労働を削減･免除する
4　企業全体･各課などの職場単位で一斉退社日を設ける職場ノー残業デーの設定･拡大を図る
5 ｢マイ･ノー残業デー｣ (自己啓発.家族行乱地域･学校行事参加,趣味活動のために個人的に定める定時
退社日)を設けて,所属部署で配慮する
6　特定の時期の繁忙や仕事量の変軌労働者の働き方に応じた変形労働時間制など弾力的な労働時間制度の採
用について検討する
7　年次有給休暇取得率の向上を図るため,年次有給休暇の運用規定を整備して.その取得をルール化するなど,
取得しやすい雰国気と環境を整える
8　年次有給休暇取得率の向上を図るため.労使協定による計画年休制度の導入を図る(労基法第39条第5項)
9　年次有給休暇取得率の向上を図るため.職場･グループ単位で.年間･月間業務計画を策定するときなどに.
月1日程度の年次有給休暇取得を盛り込むなど,計画的取得を行う
10　ゴールデンウィ-クなどの連休に合わせて休暇取得週間･月間などを設け.年次有給休暇取得による旅行や
運動などを推奨する
11半日年次有給休暇の活用を促進する
12　企業経営方針, CSRなどに合致する以下のような年次有給休暇を取得した者への奨励措置(例:法定外の特
別休暇,時間休暇など)を設ける
･自己啓発のための研修受講　･ボランティア参加　･地域の自治会や消防団への参加等

13　所定内労働時間の削減を図る
14　永年勤続者などへのリフレッシュ休暇など長期休暇の導入･拡大を図る
15　積立休暇制度(未消化のまま消滅する年次有給休暇を積み立てておける制度)を設ける
16　長時間労働者への疲労回復のための休暇制度を設ける

4.推進プログラム目標1 -3の目標達成の　　　5.所定外労働の削減や､年次有給休暇の取

ため､仕事生活の調和推進行動計画　　　　　得の促進等ワークライフバランスの推進

(wLBプラン)を作成することについて　　　　　　に資する社内ポスター､チラシ､リーフ

レットの作成､掲示等を行ったことがあ

りますか
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第2部

仕事と生活の調和推進に係るアンケート集計経栗

E5労働組合対象(回答数33件)

1.労働時間の長い労働者の健康を確保するとともに生産性の低下などを防止するための長時間労

働の削減･静消(推進プログラムEl標l )について､組合で実施しているもの(M,A.)
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1労働時間の長い労働者と部署の長時間労働の実態と理由を調査･把握し.削減のための具体的な手法と削減
幅(又は削減率)の目標を定める
2　労使協定(労基法第36条)の延長時間を遵守する
3　長時間労働者への医師による面接指導と配慮を確実に行う
4　一部の労働者の労働時間が長い場合には.業務の平準化･効率化.簡素化･労働者の多様化などの｢業務改
善｣を図る
5　-部の部署の労働時間が長い場合には,必要に応じ,組織定員の見直しや必要な労働者の育成･採用などに
よって業務分担を分散する
6　特定の時期に労働時間が長くなる場合には. ,必要に応じ.代替要員の青嵐　ひとつの職務を複数の労働者が
担当するジョブシェアリングなどによって業務分担を分散する

2.育児･介護の必要や健康上の問題があるなど､配慮を要する労働者への支援を図り､労働力の

有効活用を図るための労働時間と休日について必要な優遇措置の導入(推進プログラム目標2)
について､組合で実施しているもの(M.A.)
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●実施項目●
1労働時間と休Elの配慮が必要な労働者について.企業としての特別プログラムを策定する
2　育児･介護休業法を遵守し,時間外労働の制限,勤務時間の短縮等の措置,子の看護休暇制度等の利用がし
やすい職場環境づくりを図る
3　育児･介護休業法を上回る企業独自の援助措置を設ける
4　家族や同居する親族に心身の健康に問題がある者がいるなど,育児･介護を行う労働者と同様の問題を持つ
者への配慮を行う
5　健康上の配慮が必要な労働者の所定外労働を制限(禁止)するなど.定期健康診断の結果によって.所定外
労働の抑制を指示された労働者への配慮(安衛法第66条の4)を行う
6　生活習慣病にかかるリスク(危険度)が高いと推定される労働者やメンタルヘルス対策が必要な労働者へ運
動.休養･ストレスへの対処などのために.所定外労働の免除や休暇制度の創設などを行う
7　病気通院する労働者に対し,時間休暇(法定の年次有給休暇とは別扱い)を付与する
8　単身赴任者への帰省休暇制度を設ける(例:半日休暇などで全帰月采を楽にするなど)
9　酎謁者出産休暇(父親休業)制度を設ける(例:妻の出産後, 1週間程度の休暇を付与する)
10　冬季積雪シースン,農繁期などに始業終業時刻の変更,所定外労働仰臥時間休暇制度などの措置を図る
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3.労働者全般のQOL (生活の質)の向上と仕事と生活の調和を図るための所定外労働時間の削減､

年次有給休暇の促進､所定内労働時間の削減､長期休暇制度の導入等の全部又は一部の実施

(推進プログラム目標3)について､組合で実施しているもの(M.A.)

(件　数)
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●臭施項目●
l　所定外労働時間の削減を図るため,労使協定(労基法第36条)の延長時間の範囲内で,原則限度時間の基
準･目標を定め,これを超えないようにする
2　休日労働については,必要最小限のものにとどめる
3　自己啓発を行う者の所定外労働を削減･免除する
4　企業全体･各課などの職場単位で一斉道社日を設ける職場ノー残業デーの設定･拡大を図る
5 ｢マイ.ノー残業テ-｣ (自己啓発,家族行事.地域･学校行事参加.趣味活動のために個人的に定める定時
退社日)を設けて,所属部署で配慮する
6　特定の時期の繁忙や仕事量の変動,労働者の働き方に応じた変形労働時間制など弾力的な労働時間制度の採
用について検討する
7　年次有給休暇取得率の向上を図るため,年次有給休暇の運用規定を整備して.その取得をルール化するなど,
取得しやすい雰囲気と環境を整える
8　年次有給休暇取得率の向上を図るため.労使協定による計画年休制度の導入を図る(労基法第39条第5項)
9　年次有給休暇取得率の向上を図るため.職場.クルーブ単位で.年間.月間業持計画を策定するときなどに,
月1日程度の年次有給休暇取得を盛り込むなど.計画的取得を行う
10　コールデンウィークなどの連休に合わせて休暇取得週間.月間などを設け.年次有給休暇取得による旅行や
運動などを推奨する
11半日年次有給休暇の活用を促進する
12　企業経営方針, CSRなどに合致する以下のような年次有給休暇を取得した者への奨励措置(例:法定外の特
別休暇.時間休暇など)を設ける
･自己啓発のための研修受講　･ボランティア参加　･地域の自治会や消防団への参加　等

13　所定内労働時間の削減を図る
14　永年勤続者などへのリフレッシュ休暇など長期休暇の導入･拡大を図る
15　積立休暇制度(未消化のまま消滅する年次有給休暇を積み立てておける制度)を設ける
16　長時間労働者への疲労回復のための休暇制度を設ける

4.推進プログラム目標1-3の目標達成の　　　5.組合において､所定外労働の削減や､年

ため､組合において､仕事と生活の調和　　　　　次有給休暇の取得の促進等ワークライフ

推進行動計画(WLBプラン)を作成する　　　　　バランスの推進に資する社内ポスター､

ことについて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チラシ､リーフレットの作成､掲示等を

行ったことがありますか
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#2pW

仕事と皇居の露和推進/こ係るアンケート集計后二栗

臣]自治体対象(回答数37件)

1.地域における仕事と生活の調和(ワーク･ライフ･バランス)に関する何らかの実態調査を実

施したことがあると回答した自治体は5団体でした｡
内容:子育て支援実態調査.労働実態調査､次世代育成支援に関するニーズ調査､仕事子否に関わ
る市民アンケートなど｡

2. 〔プログラム目標1関係〕長時間労働の削減･解消について､地域の労使が,活用できると思わ

れる施策(入札条件の配慮や表彰等)はないかとの質問には､有りと回答した自治体はありま

せんでした｡

3. 〔プログラム目標2関係〕育児･介護に携わる労働者等配慮を要する労働者への労働時間,休日,

休暇等の配慮について､地域の労使が,活用できると思われる施策については､ 1自治体から､

建設工事入札参加登録においての一定の評価や､子育て支援優良中小企業支援事業(奨励制

度･表彰制度)等があるとの回答がありました｡

4. 〔プログラム目標3関係〕所定外労働の削減,有給休暇の取得促進,所定内労働時間の削減,義

期休暇制度の導入について､地域の労使が,活用できると思われる施策については､有りと回

答した自治体はありませんでしたD
(参考)

各自治体職員への長時間労働対策や育児･介護労働者への配慮に対する取組としては,以下のような

回答がありました｡
●時間外労働が月50時間を超える見込みがある場合は､副市長までの許可を受ける｡

●月45時間以上の超過勤務の場合､総務課長へ報告､産業医との相談･面接を勧めている週1回のノー残業

デーを設定しているo

●育児･介護を行う職員の､早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限を行っているo

●水曜日をノー残業デーとし､ ｢育児(19時)に帰ろうマイホームキャンペーン｣を実施しているo

0　　　0　　　0

1　0　　　9　　　8考ー参

(構成比%)

多様な休暇制度

リフレッシュ休暇健康診断(人間ドック)休暇 慶弔(冠婚葬祭)休暇教育訓練(自己啓発)休暇ボランティア･ドナー休暇 1年以上の長期休暇記念日(アニバーサリー)休暇 妻が出産した場合の夫の休暇

H18年労働実態･県内企業約1000杜からの回答による調査〔宮城県〕より
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第3部

ワーク･ライフ･/ rランスへの月櫛IL-厨係する胎等のE'尉

労働時間等設定改善援助

事業(労働局監督課)

労働時間等設定改善推進

助成金制度

(労働局監督課)

労働時間設定改善コンサ

ルタントによる個別の訪

問指導(労働局監督課)

過重労働による健康障害

防止のための自主的改善

事業(労働局監督課)

中小企業労働時間適正化

促進助成金制度(労働局

監督課)

中小企業集団及びその構成事業場に対して,労働時間等設定改善指

針に定められている事項について. ｢労働時間設定改善アドバイザー｣

等による助言･指導等の援助を行います｡ (厚生労働省委託事業)

中小企業事業主の団体等が.その構成事業主の雇用する労働者の労

働時間等の設定の改善が図られるよう,当該構成事業主に対する相

乱指導その他の援助を行った場合に,その実施した事業の内容に
応じた最高800万円の助成金を支給します｡

事業場の希望に応じて,各県労働局に配置されている労働時間設定

改善コンサルタントが個別の訪問指導等を実施します｡

過重労働の防止に向けて総労働時間の削減等に自主的に取り組む中

小企業集団を対象にして,安全衛生管理の専門家による助言･指導

等を行います｡ (厚生労働省委託事業)

長時間労働の是正に取り組む中小事業主を支援するため,実施期間

1年間の｢働き方改革プラン｣を作成し,都道府県労働局長の認定

を受け,そのプランを完了した事業主に合計100万円を支給します｡

≡==三…‡:_lL=-_T三三二:::_: ,i- -て~- " ~.- ll ∴二:

室･21世紀職業財団)　確保コース｣等の7コースがあります｡

労働者100人以下の企業において,育児休業取得者,又は短時間勤

務制度の適用者が初めて生じた事業主に助成金を支給します｡ (育
中小企業子育支援助成金

(労働局雇用均等室)　　児休業1人目100万円など)

本事例集に関するお問い合わせ先

東北ブロック仕事と生活の調和推進会議事務局

(宮城労働局労働基準部監督課　電話番号022-299-8838)

各種助成金等に関しては各労働局労働基準部監督課,又は.雇用均等室へ
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